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第 １  審 査 の 概 要  

1 審 査 の 対 象  

   令和６年度決算に基づく健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実

質公債費比率、将来負担比率をいう。）及び資金不足比率並びにその算定の基礎とな

る事項を記載した書類 

 

2 審 査 の 期 間  

   令和７年８月７日から令和７年８月２６日まで 

 

3 審 査 の 方 法  

   審査は、比率の正確性、客観性の観点から次の点に留意し実施した。 

① 法令等に照らし各比率の算出過程に誤りはないか。 

② 法令等に基づき適切な算定要素が各比率の計算に用いられているか。 

③ 各比率の算定基礎となった書類等が適正に作成されているか。 

④ 客観的事実の妥当性を判断した上で比率の算定を行う場合において、公正な

判断が行われているか。 

 

4 審 査 の 結 果 

    審査の結果、比率の算定の基礎となる事項を記載した書類は適正に作成されてお

り、健全化判断比率及び資金不足比率は適正に算定されているものと認める。 
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第 2  審 査 の 内 容  

 

１ 健全化判断比率について 

令和６年度決算に基づく健全化判断比率等は、次のとおりとなっている。  

(単位：％）

実質赤字比率
連結実質
赤字比率

実質公債費
比　　率

将来負担比率

― ― ０．８ ―

令和５年度 ― ― ０．６ ―

令和４年度 ― ― ０．３ ―

12.63 17.63 25.0 350.0

20.00 30.00 35.0 財政再生基準

決算年度

令和６年度

参
考

早期健全化基準

 

 

 

 

（１）実質赤字比率 

  比率算定の対象となる会計は、一般会計となっている。実質赤字比率は、歳入決算額

から歳出決算額を差引き、翌年度へ繰り越すべき財源を控除した額が赤字となった場合

に、その額を標準財政規模で除して得た数値である。 

  一般会計の歳入歳出状況は、次のとおりとなっている。 

（単位：千円）

会計名 歳 出
歳 入 歳 出
差 引 額

翌 年 度
繰 越 財 源

実質収支額 実質赤字額 実質赤字比率

一般会計 33,546,128 1,180,010 369,978 810,032 ― ―　％

令和５年度

令和４年度

標準財政規模 17,302,931千円 （うち臨時財政対策債発行可能額） （53,839千円）

歳 入

34,726,138

968,049　　　

実質収支額年度比較 実質赤字比率なし（―％）

1,173,441　　　

 

歳入歳出差引額から翌年度繰越財源を除いた実質収支額は 810,032 千円の黒字であり、

標準財政規模に対する比率である実質収支比率は 4.7％となっている。実質赤字額は生

じていないため、実質赤字比率は算定されず健全な状況であると認められる。  

※ 実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比率が算定されない場

合は、「―」と記載している。 
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（２）連結実質赤字比率 

比率算定の対象となる会計は、全会計となっている。連結実質赤字比率は、一般会計

及び公営企業以外の特別会計ごとの実質収支赤字額①の合計と公営企業ごとの資金不足

額②の合計の合算額が、一般会計及び公営企業以外の特別会計ごとの実質収支黒字額③

の合計と公営企業ごとの資金剰余額④の合計の合算額を超える額（連結実質赤字額）を

標準財政規模で除して得た数値である。 

各会計の状況は、次のとおりとなっている。  

 

（単位：千円）

実質収支黒字額③ 資金剰余額④

810,032

191,915

7,164

1,930,906

112,961

1,009,111 2,043,867

国民健康保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

会　計　名

一般会計

実質収支赤字額① 資金不足額②

下水道事業会計

水道事業会計

産業団地造成特別会計

小　　計

令和４年度 △ 3,203,949

3,052,978

（①と②の合計）－（③と④の合計）

連 結 実 質 赤 字 額
年 度 比 較

令和５年度 △ 3,019,942
連結実質赤字比率なし（―％）

①と②の合計・③と④の合計

△ 3,052,978

連 結 実 質 赤 字 比 率 ―　％

※ 資金不足額・剰余額の算定については、「２ 資金不足比率について」(11～12 頁)に記載している。 

 

全会計で赤字額は生じておらず、連結実質収支額は 3,052,978 千円の黒字となってい

るため、連結実質赤字比率は算定されず健全な状況にあると認められる。  
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（３）実質公債費比率 

実質公債費比率は、一般会計が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模

に対する比率で、直近３か年度の各年度について次の算式で算定された数値の平均値で

ある。 

算定式 ＝  
（Ａ＋Ｂ）－（Ｃ＋Ｄ） 

× 100   
Ｅ － Ｄ 

Ａ 地方債の元利償還金（繰上償還等を除く） 

Ｂ 地方債の元利償還金に準ずるもの（準元利償還金） 

Ｃ 地方債の元利償還金又は準元利償還金に充てられる特定財源  

Ｄ 地方債の元利償還及び準元利償還に要する経費として基準財政需要額に算入された額 

Ｅ 標準財政規模 

 

各項目の状況は、次のとおりとなっている。     

（単位：千円）

令和６年度 令和４年度

Ａ 1,813,870 1,758,231

Ｂ 625,423 618,722

① 20,000 20,000

② 506,103 512,786

③ 55,647 38,889

④ 43,673 47,047

⑤ 0 0

Ｃ 580,474 553,580

Ｄ 1,773,165 1,742,173

Ｅ 17,302,931 16,267,710

0.55155 0.55902

内
　
　
訳

満期一括償還地方債の１年あたりの元金償還
金に相当するもの

20,000

公営企業に要する経費の財源とする地方債の
償還の財源に充てたと認められる繰入金

629,024

一部事務組合等の起こした地方債に充てたと
認められる補助金又は負担金

43,249

区　　　　分 令和５年度

地方債の元利償還金 1,790,011

準元利償還金 735,946

公債費に準ずる債務負担行為に係るもの 43,673

一時借入金の利子 0

1,753,868

地方債の元利償還金又は準元利償還金に充てられ
る特定財源

541,656

地方債の元利償還及び準元利償還に要する経費と
して基準財政需要額に算入された額

実質公債費比率（単年度） 1.53633

実質公債費比率（令和４年度～令和６年度の３か年度平均） ０．８％

標準財政規模 16,752,802

令和５年度（令和３年度～令和５年度の３か年度平均） 　　　 0.6％実質公債費比率
年　度　比　較 令和４年度（令和２年度～令和４年度の３か年度平均） 　　   0.3％

 

令和６年度決算に基づく実質公債費比率は、前年度を 0.2 ポイント上回り、0.8％とな

っている。これは、早期健全化基準 25.0％の範囲内であり健全な状況にあると認められ

る。 
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（４）将来負担比率 

将来負担比率は、一般会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比

率で、次の算式により算定される。 

算定式 ＝  
Ａ－(Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） 

× 100   
Ｅ － Ｆ 

Ａ 将来負担額 

Ｂ 地方債の償還額等に充当可能な基金額 

Ｃ 地方債の償還額等に充当可能な特定歳入見込額 

Ｄ 地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額 

Ｅ 標準財政規模 

Ｆ 地方債の元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額  

 

各項目の状況は、次のとおりとなっている。                     

（単位：千円）

Ａ 39,326,850

22,979,646

121,087

5,779,516

5,093,922

3,487,409

1,865,270

0

0

Ｂ 15,018,411

Ｃ 5,204,560

Ｄ 23,517,790

Ｅ 17,302,931

Ｆ 1,773,165

令和５年度

令和４年度

将来負担額

内
　
　
訳

一般会計の令和６年度末における地方債現在高

債務負担行為に基づく支出予定額

一般会計以外の特別会計に係る地方債の償還に充てるための一般会計からの繰入見込額

組合が起こした地方債の償還に係る負担等見込額

退職手当支給予定額に係る負担見込額

設立法人の負債額等負担見込額

連結実質赤字額

組合の連結実質赤字額に係る負担見込額

― ％

地方債の償還額等に充当可能な基金額

地方債の償還額等に充当可能な特定歳入見込額

地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額

標準財政規模

地方債の元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

将来負担比率 ― ％

将 来 負 担 比 率
年 度 比 較 ― ％

 

令和６年度決算においては、特別会計に係る地方債の償還に充てるための繰入見込額

等が増加したものの、設立法人の負債額等負担見込額及び一般会計の地方債現在高の減

少等により将来負担額が減少している。結果として、将来負担額に対して充当可能な財

源等が上回ったため、将来負担比率は算定されず、健全な状況にあると認められる。 
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２ 資金不足比率について 

資金不足比率は、公営企業ごとに算定した資金不足額を当該事業規模で除して得た数

値である。 

資金不足額は、一般会計の実質赤字に相当するもので、特別会計の区分に応じて算定

される。 

 

経営健全化基準 ２０％ 

 

 

(1) 資金不足額・剰余額の算定式 

① 宅地造成事業を行っていない法適用企業 

(流動負債の額－控除企業債等－控除未払金等) －(流動資産の額－控除財源) 

＋建設改良費等以外の経費に対する地方債現在高 

              

② 宅地造成事業を行っている法非適用企業   

歳出額－(歳入額－繰越財源) 

＋建設改良費等以外の経費に対する地方債現在高－土地収入見込額 

    

※ 上記において正の数値となれば資金不足額、負の数値となれば資金剰余額に算入。 

資金不足額が生じた場合は、更に、解消可能資金不足額を控除することができる。       

 

※ ②において資金剰余額が生じた場合は、その額が販売用土地の取得、造成に係る地方債の

現在高及び他会計長期借入金の現在高の合計額の範囲内であれば、資金剰余額を 0 とする。 

 

(2) 事業の規模 

 ① 宅地造成事業を行っていない法適用企業 

    営業収益の額－受託工事収益の額 

 

② 宅地造成事業を行っている法非適用企業   

資本の額に相当する額＋負債の額に相当する額 
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 各公営企業の状況は、次のとおりとなっている。 

 

① 宅地造成事業を行っていない法適用企業                        

会計名

水 道 事 業 会 計 268,589

下水道事業会計 823,693

― ％

936,654 112,961 1,423,690 ― ％

2,199,495 1,930,906 1,417,513

(単位：千円）

流動負債※1 流動資産※2 資金剰余額 事業の規模 資金不足比率

― ％

資 金 不 足 比 率
年 度 比 較 下水道事業会計 令和５年度 ― ％ 令和４年度

水 道 事 業 会 計 令和４年度 ― ％令和５年度 ― ％

 
 ※1 流動負債＝流動負債の額－控除企業債等  ※2 流動資産＝流動資産の額－控除財源 

 

② 宅地造成事業を行っている法非適用企業 

会計名 歳 出 歳 入
繰 越
財 源

資  金
剰余額

資金不足
比 率

産業団地造成

特 別 会 計
596,522 1,257,169 0 0 ― ％

資金不足比率

年 度 比 較
令和５年度 ― ％ 令和４年度 ― ％

土地収入
見 込 額

0

（単位：千円）

地方債等

残 高

(宅造)

事業の
規  模

830,707 830,707

 

 

水道事業会計、下水道事業会計、産業団地造成特別会計のいずれにおいても資金不足

額は生じていないため、資金不足比率は算定されず健全な状況にあると認められる。 
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参 考 

１  早期健全化基準 

早期健全化基準は、財政の早期健全化（財政収支が不均衡な状況その他の財政状況が

悪化した状況において、自主的かつ計画的にその財政の健全化を図ること）を図るべき

基準として、健全化判断比率の４指標（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費

比率、将来負担比率）について定められている数値で、健全化判断比率のいずれかがこ

の基準以上である場合には、財政健全化計画を定めなければならない。  

 

※ 実質赤字比率の早期健全化基準は標準財政規模の区分に応じて算定される。 

    鳥栖市の場合は、標準財政規模Ａ＝173.03 億円で、算定式は次のとおりである。 

 

算定式 ＝ ( 
Ａ＋100 億円 

＋ 0.2  ) ÷ 2  × 100   
30 ×Ａ 

 

※ 連結実質赤字比率に係る早期健全化基準については、実質赤字比率の早期健全化

基準に 5％を加算した数値となっている。 

 

２  財政再生基準 

  財政再生基準は、財政の再生（財政収支の著しい不均衡その他の財政状況の著しい悪

化により自主的な財政の健全化を図ることが困難な状況において、計画的にその財政の

健全化を図ること）を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公

債費比率の３比率について定められている数値で、３比率のいずれかがこの基準以上で

ある場合には、財政再生計画を定めなければならない。  

 

※ 連結実質赤字比率に係る財政再生基準については、実質赤字比率の財政再生基準

（20％）に 10％を加算した 30％となっている。 

 

３  経営健全化基準 

  経営健全化基準は、公営企業の経営の健全化を図るべき基準として資金不足比率につ

いて定められている数値で、資金不足比率がこの基準以上である場合には、経営健全化

計画を定めなければならない。 

 


